
教 研 第３７２号

平成１７年１０月７日

各県立学校長 様

教 育 長

学校ホームページの適正な管理運用について（通知）

現在、各学校において学校ホームページを活用し、学校活動や教育の成果等

の情報をインターネット上に発信していただいているところですが、先般、一

部の学校において学校ホームページの管理運用に極めて不適切な取扱いがなさ

れておりました。

ついては、各学校の学校ホームページの管理運用については、別添『 学校「

間総合ネット」利用規定』及び『Ｗｅｂホスティングサービス利用要領』等を

厳守し、適正な管理運用の徹底に努めていただきますよう願います。

教育委員会研修管理課情報教育推進室

担 当 情報基盤チーフ 長屋千秋

TEL:058-271-3457 FAX:058-276-6774



「学校間総合ネット」利用規定

（目的）

第１条 この規定は、教師及び児童・生徒が安心・快適・簡単に教育情報を収集・発信・共

有したり、協働して教育活動ができるよう、県立学校のみならず市町村立学校・私

立学校を含めたイントラネットを構築し、教育の情報化を図るため、岐阜県教育委

員会が運用する「学校間総合ネット」の利用規則を学校間総合ネット情報セキュリ

ティーポリシーに基づいて定めることを目的とする。

(利用対象機関および適用する事業)

第２条 「学校間総合ネット」の利用対象機関は、学校教育法第１条で定められている岐

阜県内の教育機関及び岐阜県教育委員会が認める教育機関とする。

２ 県立学校において本規定が適用される事業は別表１のとおりとする。

３ 前項の他、研修管理課以外の事業により整備されたコンピュータについては所属長

からの申請により許可する。

４ 市町村立の教育機関による接続は、当該教育委員会からの申請により許可する。

５ 私立の教育機関からの接続は、担当課（室）からの申請により許可する。

（利用できる情報）

第３条 「学校間総合ネット」上で利用できる情報は、教育活動及び教育研究のためのも

のとする。

２ 「学校間総合ネット」で利用可能なサービスの提供拠点として、岐阜県総合教育セ

ンター情報教育推進室（岐阜市則武）にデータセンターを置く。 
３ データセンターは、別表２に示すサービスを実施するものとする。

４ 利用対象機関がデータセンターの提供するサービスを利用する場合には、情報教育

推進室長が定める要領に従わなければならない。

（禁止事項）

第４条 利用対象機関が別表３に示す禁止行為を行った場合には、岐阜県教育委員会は「学

校間総合ネット」の利用を停止することができる。

２ 岐阜県教育委員会は、通信内容が別表３に該当する行為を確認したとき、利用対象

者に通知することなくその情報を削除することができる。

（個人情報の保護）

第５条 「学校間総合ネット」を通じて、児童生徒の個人情報を発信する場合は、本人及

び保護者の同意を得るものとする。また、教職員の個人情報を発信する場合は本人

の同意を得るものとする。

附 則

この規定は、平成１４年５月３０日から施行する。

附 則

この規定は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この規定は、平成１６年４月３０日から施行する。

附 則

この規定は、平成１７年４月１日から施行する。



Ｗｅｂホスティングサービス利用要領

１ 本要領の目的

本要領は岐阜県教育委員会が定める「学校間総合ネット利用規定」に基づき、ホーム

ページによる学校の情報発信に必要なＷｅｂホスティングサービスの円滑な運用及びセ

キュリティ確保に関する事項を定めるものである。

２ Ｗｅｂホスティングサービスの管理について

Ｗｅｂホスティングサービスの管理運用は、岐阜県教育委員会研修管理課情報教育推

進室（以下管理者という）が行う。 
（１）利用対象機関

Ｗｅｂホスティングサービスを利用する場合には、所属長または岐阜県教育委員会

に所属する組織・団体等の長による利用申請（第５号様式）を情報教育推進室長に提

出し、利用が認められた場合にＷｅｂアカウントが発行される。但し、県立学校の公

式Ｗｅｂページ公開用の１アカウントについては利用申請を必要としない。

（２）Ｗｅｂコンテンツの内容

Ｗｅｂホスティングサービスで提供するコンテンツの内容は、所属長または組織・

団体等の長が管理するものとする。

（３）パスワード

Ｗｅｂホスティングサービスの初期パスワードは管理者が発行し通知する。パスワ

ードの変更等については、所属長または組織・団体等の長が管理し、情報の漏洩が発

生しないように取り扱うこと。

（４）パスワードの紛失

Ｗｅｂホスティングサービスのパスワードを紛失した際は、所属長または組織・団

体等の長によるパスワード再登録申請（第６号様式）を情報教育推進室長に提出する

こと。

３ 禁止する行為

・「学校間総合ネット」利用規定第５条に反する情報の発信及び利用行為。

・本人及び保護者の同意を得ないで児童生徒の個人情報を発信する行為。また、教職

員本人の同意を得ずに個人情報を発信する行為。

・児童生徒及び教職員又は第三者の著作権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権等

の知的財産権、並びに肖像権等の人格権の侵害行為。

・児童生徒及び教職員又は第三者への誹謗、中傷行為。

・他の利用者または第三者に迷惑・不利益を与える等の行為。

・「学校間総合ネット」のサービスに支障をきたすおそれのある行為。

・公序良俗に違反するもの、もしくは違反するおそれのある行為。

・その他管理者が不適当と判断した行為。

４ Ｗｅｂホスティングサービスの中断、停止

以下に該当する場合、管理者が事前に通告または承諾を得ることなく、サービスの一

部もしくは全てを一時中断、または停止する場合がある。

・システムの定期保守、更新の場合

・火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難と判断した場合

・その他、不測の事態が発生した場合



（第５号様式） 文書番号

平成 年 月 日

岐阜県教育委員会

研修管理課 情報教育推進室長 様

所属長 印

Ｗｅｂホスティングサービスの利用について（申請）

教育利用目的で必要な下記の内容について、登録を願います。

記

設定を希望するＷｅｂサイ

トの概要

教育利用の目的

閲覧の対象者
インターネットと学校間総合ネット内の双方

・

学校間総合ネット内のみ

Ｗｅｂサイトの責任者

備考

担当者名 連絡先電話番号

送付先 研修管理課

情報教育推進室担当宛 E-mail staff@gifu-net.ed.jp



（第６号様式）

文書番号

平成 年 月 日

岐阜県教育委員会

研修管理課 情報教育推進室長 様

所属長

Ｗｅｂホスティングサービスのパスワード再登録について（申請）

下記のアカウントについて、パスワードの再登録を願います。

記

Ｗｅｂアカウント名 (※１ )  

ＵＲＬ （※２） 

再登録を必要とする理由

（※３） 

（※１）Ｗｅｂサイトにログインするときの名称を記入してください。

（※２）ホームページのアドレスを記入してください。

（※３）具体的な紛失理由について記入してください。

送付先 研修管理課

情報教育推進室担当宛 E-mail staff@gifu-net.ed.jp



別表１ （第２条関係）

事業名 担当課 対象実施年度

県立学校教育情報ﾈｯﾄﾜｰｸ端末機充実費

県立学校校内ＬＡＮ整備事業

学校間ﾈｯﾄﾜｰｸ管理運営事業

校内ＬＡＮｱｸｾｽ用ﾊﾟｿｺﾝ整備事業

岐阜県型学校間ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業

教室内ＬＡＮ（教育用ﾊﾟｿｺﾝ）整備事業

特殊教育諸学校情報機器整備事業

特殊教育諸学校ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｿｺﾝ整備事業

電子計算機借上・電子計算機購入事業

遠隔学習システム整備事業

通信制高等学校情報化推進ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業

県立学校情報環境整備推進モデル事業

学習支援用コンピュータ整備事業

研修管理課

研修管理課

研修管理課

研修管理課

研修管理課

研修管理課

学校支援課

学校支援課

学校支援課

研修管理課

研修管理課

研修管理課

研修管理課

Ｈ１２

Ｈ１２～Ｈ１６ 
Ｈ１４

Ｈ１２～Ｈ１４

Ｈ１３

Ｈ１２、Ｈ１４

Ｈ１３～Ｈ１６ 
Ｈ９～Ｈ１５ 
Ｈ９～Ｈ１６ 
Ｈ１４

Ｈ１４

Ｈ１４、Ｈ１５

Ｈ１５

別表２ （第３条関係）

名称 内容

教職員用電子メール

開放型学校メール

学校用グループウェア

Webプロキシサービス

Webホスティングサービス

コンピュータウィルス対策

教育用コンテンツの提供

校内ＬＡＮ運用支援

オールインワンサーバの管理

ヘルプデスクサービス

岐阜県内の教職員用電子メールの管理・運用

岐阜県内の公立学校の電子メールの管理・運用

学校用グループウェアの管理・運用（県立のみ）

インターネット接続及び有害情報のフィルタ機能の提供

県立学校のＷｅｂページ作成領域の提供

コンピュータウィルス除去機能の提供

教育用コンテンツの蓄積・配布・流通

校内ＬＡＮの運用に関する支援

オールインワンサーバの利用に関する支援

常駐SEの電話・メールによるヘルプサポート

別表３ （第４条関係）

「学校間総合ネット」で利用を禁止する行為

著作権、個人情報保護条例等、法令に違反する行為

営利を目的とする行為

破壊等の目的でシステムに故意に侵入する行為

公序良俗に反すると認められる行為

ウィルスの侵入など、システムに損害を与えると判断される行為

私的利用目的と認められる行為


